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第 1 部 総 説

第 1 草 本県の環境行政の動向 と最近の環境問題

第 1 節 本県の環境行政の動向

( 1 ) ｢鳥取県環境の保全及び創造に関す る基本条例｣ 及び ｢鳥取県環境基本計画｣

本県の環境行政は 、 昭和 4 6 年 に制定 し た鳥取県公害防止条例 、 昭和 4 9 年 に制定 した鳥取県 自

然環境保全条例 を基本 と して推進 さ れ、 産業公害の防止、 自 然環境保全のため一定の役割 を果た し

て き た 。

し か し なが ら 、 今 日 の環境問題は 、 地域環境の問題か ら 地球規模の環境問題ま で対象領域に飛躍

的な広が り がみ ら れる と と も に 、 そ の多 く が人々 の 日 常生活や通常の経済社会活動 と 深 く 結びつ き 、

不特定多数の者が原因者であ る ケ ー ス や原因者が同時に被害者であ る ケ ー ス が一般化す る な ど複雑

な様相 を呈 して い る 。

こ う し た 中 、 鳥取県では 、 ｢鳥取県環境の保全及び創造に関す る 基本条例｣ に基づ き 平成 1 1 年

3 月 に ｢鳥取県環境基本計画｣ を 策定 し た 。 こ の計画では 、 『循環を基調 と し 、 恵み豊かな 自然 と

共生で き る 快適な社会の構築』 を 目 指 し 、 環境の保全 と 創造に関す る 施策の基本的方向 、 目 標等 を

明 ら か に し 、 今後県が重点的に取 り 組んでい く 必要の あ る も の を重点 プロ ジ ェ ク ト と し て と り ま と

め て い る 。

( 2 ) 鳥取県環境影響評価条例

平成 1 1 年 6 月 に ｢環境影響評価法｣ が施行 さ れ、 新た な手続 き 等が導入 さ れた こ と に伴い 、 本

県で は ｢鳥取県環境影響評価条例｣ (平成 1 1 年 6 月 施行) を制定 し た 。 現在 、 本県で行われる 大

規模な 開発事業について 、 環境に与え る環境を予測 評価 し適切 な環境配慮 を行 う ため 、 こ れ ら の

制度の適正な運用 を 図 っ てい る 。

従来の制度 と の大 き な違い は 、 次の と お り であ る 。

① 環境影響評価の項 目 手法等の選定に あ た っ て 、 住民等か ら 意見 を求め なが ら選定す る と い う

仕組み ( ス コ ー ピ ン グ) を導入 し 、 早い段階か ら手続 き を 開始す る こ と と な っ た 。

② 環境影響評価の対象項 目 が、 環境基本法に対応 し て環境事象全般に拡大 し た 。 (典型 7 公害 と

貴重な 自 然環境の保全に限定 し てい た も の を 、 地球環境、 廃棄物 、 生態系 、 身近な 自 然等 を含む

幅広い も の ま で拡大)

③ 評価 に あ た っ て は 、 ｢実行可能な よ り よ い技術｣ を取 り 入れる こ と 等 に よ り 環境への負荷 を 出

来る 限 り 回避 ･ 低減す る 、 と い う 考え方 を導入 し た 。

ま た 、 こ れ ら の法や条例 に基づ く 手続 き を 円滑に行 う ため 、 平成 1 1 年 6 月 に は 、 1 2 名 の専門

家で構成す る ｢鳥取県環境影響評価審査会｣ を 設置す る と と も に 、 同年 8 月 に環境影響評価及び事

後調査が科学的知見 に基づ き 適正 に実施さ れる よ う ｢鳥取県環境影響評価技術指針｣ を策定 した 。

( 3 ) 鳥取県地球温暖化防止推進計画

人間の活動 に よ っ て発生す る 二酸化炭素等の温室効果ガス の増加 に よ る 地球温暖化が 国際的 に

外交の場で義。金 さ れる よ う に な っ たの は 1 9 8 0 年代末か ら であ る 。 各国の交渉に よ り 1 9 9 2

(平成 4 ) 年 、 気候変動枠組み条約が採択 さ れた 。

し か し 、 こ の条約 にお け る先進国の約束は努力 目標 に過 ぎず、 2 0 0 0 年以降の具体的取組につ

い て も 定め ら れて い なか っ た ため 、 新た な 国際的約束を 1 9 9 7 (平成 9 ) 年 に取 り ま と め る こ と

と な っ た 。

C O P 3 ( 第 3 回締結国会議) が 1 9 9 7 (平成 9 ) 年 1 2 月 に京都で開催 さ れ、 先進国の削減

目標 を定め た ｢京都議定書｣ が採択さ れた 。

我が国では 、 平成 1 0 年 1 0 月 に 、 ｢地球温暖化対策の推進に関す る 法律｣ が成立 し た 。 こ れは 、

国や地方公共団体、 事業者、 国民のそれぞれの役割 を明 ら か にす る と と も に 、 自 主的な計画の策定

や その実施状況の公表な ど各主体の取組 を促進す る 枠組み を整備す る こ と を 目 的 と し た も の であ

る 。



こ れ ら を 踏 ま え 、 鳥取県で は 、 温室効果ガス の総排出量の削減 目 標並びに県民、 事業者及び行政

の具体的 な行動等 を示 し た ｢鳥取県地球温暖化防止推進計画｣ を平成 1 1 年 3 月 に策定 し推進を 図

っ て い る 。

( 4 ) 行政の率先行動の推進

県 と し て は 、 自 ら が一つ の事業所 と し て の立場か ら 、 物品の購入や廃棄、 庁舎管理等 を始め 、 あ

ら ゆ る事務の実施に伴 う 環境への負荷を低減す る と と も に 、 率先 し て環境に配慮 し た行動 を示す必

要があ る 。

こ の た め 、 平成 1 0 年 7 月 に は 、 ｢当面の率先行動計画｣ と し て 、 す ぐ に取組が可能 な省資源 ･

省エ ネ ルギー等項 目 につい て行動 を 開始 し 、 平成 1 1 年 3 月 に環境に配慮 し た事務 を行 う ための具

体的 な行動 と 目 標値を 設けた ｢環境にや さ しい県庁率先行動計画｣ を定め 、 県の全機関 を あ げて推

進 し てい る 。

な お 、 こ の計画は平成 1 0 年 1 0 月 に成立 し た ｢地球温暖化対策の推進に関す る 法律｣ で策定を

義務づけ ら れた 、 地方公共団体の ｢温室効果ガス の排出抑制の た め の措置 に関す る計画｣ と し て位

置づけ る こ と と し てい る 。

環境にや さ し い県庁率先行動計画の数値 目標 (平成 1 4 年度)

グ リ ー ン購入の推進

ア 古紙配合率 1 0 0 % の コ ピ ー用紙の利用割合を 1 0 0 % と す る 。

(平成 8 年度 . 5 0 . 6 % 平成 1 1 年度 . 8 7 % )

イ 特殊な も の を 除 き 、 外注印刷物の古紙配合率 7 0 %以上の再生紙の利用割合を 1 0 0 % と す る 。

(平成 8 年度 : 3 0 . 2 % 平成 1 1 年度 : 8 6 % )

ウ 用 品指定品 目 中 の環境配慮型商品 (エ コ 商品 ) の割合を 5 0 %以上 と す る 。

(平成 1 0 年度 : 3 1 8 % 平成 1 1 年度 : 3 9 . 8 % )

二酸化炭素排出量の削減

事務の実施や庁舎管理に伴い排出 さ れ る 二酸化炭素 を 、 平成 1 4 年度予測発生量か ら 5 % 以

上削減す る 。

(平成 1 1 年度発生量 : 2 7 , 0 9 4 t 平成 1 1 年予測発生量に対 し て 2 %増 )

廃棄物の減量化

事務の実施に伴い排出 さ れる 可燃ごみ につい て 、 リ サ イ ク ル等に よ り 現況の発生量か ら 5 0 %

以上削減す る 。

(平成 1 1 年度 平成 1 0 年度の発生量か ら 5 4 % の削減)

( 5 ) I S O 1 4 0 0 1 認証取得に向 け た取組

平成 1 1 年 6 月 7 日 、 知事が、 環境関連施策の推進や 、 県の活動 にお け る 環境影響 を低減す る た

め 、 県の本庁知事部局各課の事務 事業 を対象 と し て 、 平成 1 2 年度中 の I S O 1 4 0 0 1 の 認。正

取得 を す る こ と を 宣言 し た 。 こ れ に伴い 、 平成 1 2 年度中 の I S O 1 4 0 0 1 。忍 。正取得 を 目 指 し て

準備 を進め て い る 。

｢ I S O 1 4 0 0 1 ｣ と は 、 環境マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム (環境に配慮 し た活動 を行 う ため の仕組

み ) を規定 し た国際規格であ る 。 ｢計画 ( P ) -実施 ( D ) -点検 ( C ) -見直 し ( A ) ｣ のサ イ ク

ル を繰 り 返す こ と に よ っ て 、 事業活動 に伴 う 環境への負荷を継続的 に改善 し てい く も のであ る 。

I S 0 と は 、 世界共通の規格 を 策定 し て い る 国際標準化機構 ( Internati onal org aniz ati on for

s tandardization) と い う 組織の呼び名であ る 。 ス イ ス に本部があ り 、 世界約 1 3 0 ヵ 国が加盟 し て

い る 。

県内企業にお け る I S O 1 4 0 0 1 の 認。正取得状況は 、 平成 1 2 年 3 月 末で 1 8 事業所 と な っ て

お り 今後、 認 。正 を取得 し てい く 企業は大幅に増 え てい く こ と が予想 さ れる 。
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環境マネ ジ メ ン ト シ ステムのイ メ ー ジ図

4 2 環境方針 ( P )

ト ッ プに よ る 、 環境に関す る方針の

策定

4 。 3 計 画 ( P )

環境に影響の あ る 活動の特定
4 6 経営層 に よ る見直 し

･ 適用 さ れる 法規制 、 内部基準等の特定

･ 環境影響 を改善す る た め の 目 標の設定

目標を達成す る ため の実行日十面の策定

~ 継 続 的 な 改 善 ~

4 . 4 実施及び運用 ( D )

実施体制及び権限の明確化

･ 職員等の研修

･ シ ス テ ム の文書化、 運用手順の確立

事故時等緊急事態の対応手順の確立

4 . 5 点検及び是正措置 ( C )

実行状況の 。粥汞

目 標未達成の場合の原因究

明是正

内部監査

( ※番号はIso 1 400 1 の要求事項の番号)

( 6 ) 湖沼水質浄化対策の推進

中海は 、 鳥取県 と 島根県に ま たがる全国第 5 位の広 さ を有す る 湖で 、 大山隠岐国立公園 と 隣接 し

て優れた景観を つ く り 出す と と も に 、 レ ク リ エ ー シ ョ ン等の憩いの場や観光資源 、 魚介類の生息や
渡 り 鳥の飛来な どの場 と し て 、 両県民に様々 な恩恵 を も た ら すか けがえ の な い資産 と な っ て お り 、
こ の湖 の水質保全は地域住民すべての願いであ る 。

こ の た め 、 両県では 、 広域的 な集水域にお け る 各種の汚濁要因 に対 し て 、 平成元年度 よ り 2 期 に

渡っ て ｢中海に係 る 湖沼水質保全計画｣ を策定 し 、 下水道の整備等の水質保全事業や 、 工場等各種
汚濁源に対す る 規制の措置等 を総合的かつ計画的 に推進 し て き た 。

第 2 期の計画 に盛 り 込ま れた施策につい て は 、 お お むね計画 どお り に実施 さ れ、 汚濁負荷量の着
実な減少 と と も に 、 水質の保全に寄与 し て き た 。 し か し なが ら 、 水質 目 標の達成 に は至 ら な か っ た
こ と か ら 、 施策の効果が水質 に反映 さ れな い原 因 について は 、 今後調査検。正 を さ ら に充実 して い く

必要があ る 。

こ の よ う な状況か ら 、 引 き 続 き 中海の水質改善 を 図 る ため 、 平成 1 2 年 2 月 に両県の長期計画等
や環境基本計画等 を基調 に し た 、 第 3 期の ｢中海に係 る 湖沼水質保全計画｣ を策定 し た 。

今後、 関係機関 、 関係市町村 、 事業者及び住民等の理解 と協力 を得て 、 な お一層 の浄化対策 を総
合的かつ計画的 に推進す る 。

一方 、 湖 山池にお い て は 、 周辺にお け る 下水道の整備等各種浄化 を と り ま と め た ｢湖 山池水質管
理計画｣ を推進す る と と も に 、 衛生研究所 を 中心に 、 湖 山池の水質汚濁機構の解明のため の調査を
引 き 続 き 実施 し た 。 湖 山池流域の工場 ･ 事業場 に上乗せ排水条例 を適用す る た め 、 平成 1 1 年 1 0
月 に は 、 水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基づ く 排水基準 を定め る 条例の一部 を改正 し た 。
ま た 、 湖 山池の水質浄化方策検。寸の基礎資料 と す る た め に 、 民間企業か ら 浄化技術を広 く 募集 し 、

湖 山池周辺で公開試験を行 っ た 。

( 7 ) 鳥取環境大学及び鳥取県衛生環境研究所の開設

｢鳥取環境大学｣ は 、 ｢人 と 社会 と 自 然 と の共生｣ と い う 理念の も と 、 環境への負荷 を最少化す
る 新 し い社会経済シ ス テ ム や ラ イ フ ス タ イ ルの実現に向 けて 、 多角 的 、 総合的 な視野の も と に 、 自
ら の力 で実践的 に取 り 組む人材の育成 を 目 的 と し 、 鳥取県 と鳥取市が協力 し て設立す る公設民営方
式の大学であ る 。

学科は環境政策学科 ( 1 6 6 名 ) 環境デザイ ン学科 ( 7 9 名 ) 、 情報シ ス テ ム学科 ( 7 9 名 ) の
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3 科で構成 さ れてお り 、 収容定員 は

3 年次編入学を含め 1 , 3 0 8 人 を 撚 爵

計画 し て い る 。 M骰 ‘ ‐そでザ テ 窒･ べ" 競蜜許し
平成 1 1 年 9 月 に 、 学校法人寄附 ノキメナ然"*一 導て溥輻蕊 ユ

行為 と 大学設置の 認可 申 。青 を 行い 、

同年 1 1 月 に は 、 施設の建設に着手 難
し た 。

ま た 、 延べ 2 1 回 に わた り 教育内 ‐ 壤議鰄熟 箋
容な どについ て の専門委員会を 開催

し な が ら検討を進め る と と も に 、 絲 - - 圓シ ン ポジ ウ ム や高校訪問等 を実施 し

4 月 の 開学 を予定 して い る 。 鳥取環境大学の傭臓想像図

ま た 、 衛生 環境分野 にお け る 科学的 ･ 技術的 な 中核機関 と し て 、 多様化 複雑化 し て い る 衛

生 環境行政施策の円滑かつ迅速な遂行に資す る ため 、 老朽化 狭あい化が著 しい現在の衛生研究

所を移転新築 し 、 ｢鳥取県衛生環境研究所｣ と し て平成 1 4 年度の 開所を 目標 に整備 を進め てい る 。

こ の研究所に は 、 新た な 課題に対応す る た め 、 地球環境問題等の調査研究、 情報解析 ･ 提供、 並

びに環境教育 ･ 学習機能 を新設 ･ 強化す る こ と と し て い る 。 建物 に は 、 草屋根や県産材を利用 し た

木製サ ッ シ な ど環境に負荷を かけな い材料を選択す る と と も に 、 太陽光発電、 太陽熱 を利用 し た給

湯設備な ど地球環境へ も 配慮 し た設備 を採用す る計画であ る 。 さ ら に 、 県民に 開かれた研究所を 目

指 し 、 見学者 コ ー ス を 設置 し た り 環境教育や環境学習 に利用で き る 図書室、 会議室等 を 設け る こ

と と し て い る 。

　　　　　　　 　　　　　　　　　 　 　　　　　 　 　　　　

｢

鳥取県衛生環境研究所の完成予想図
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第 2 節 最近の環境問題への対応

1 化学物質対策の推進

( 1 ) ダイ オ キ シ ン類対策

廃棄物の焼却等に よ っ て発生す る ダイ オ キ シ ン類 に よ る 環境汚染が全国的 に問題 と な っ てい る 。

こ の よ う な状況の 中 、 国では 、 平成 1 1 年 3 月 に 開催 さ れた ｢ ダ イ オ キ シ ン対策関係閣僚会議｣

に お い て 、 政府一体 と な っ て ダイ オ キ シ ン類の排出量 を平成 1 4 年度 ま で に平成 9 年 に比べて ｢約

9 割削減｣ す る こ と 等 を盛 り 込んだ ｢ ダ イ オ キ シ ン対策推進基本指針｣ が決定さ れた。 さ ら に 同年

7 月 に ｢ ダ イ オ キ シ ン類対策特別措置法｣ が公布 さ れ、 平成 1 2 年 1 月 よ り 施行 さ れた 。 こ の ｢ ダ

イ オ キ シ ン類対策特別措置法｣ にお い て は 、 ダ イ オ キ シ ン類 に よ る 環境汚染の防止及びその除去等

をす る た め 、 ダ イ オ キ シ ン類 に関す る 施策の基本 と すべ き 基準 (耐容 1 日 摂取量、 環境基準) と と

も に 、 排ガス や排水に係 る 規制 、 汚染土壌に係 る措置等が定め ら れた 。

本県では 、 平成 1 1 年度に ダイ オ キ シ ン類濃度の実態調査を行っ た 。 そ の結果、 大気、 水質 、 土

壌につ い て は 、 いずれの地点 にお い て も 環境基準値 (大気 0 . 6 pg TEQ/m3 、 水質 : 1 pg TEQれ 、

土壌 . 1 , o o o pg TEQ/g) を大 き く 下回 っ てい た 。 底質 につい て は環境基準の設定は さ れて い な
いが、 環境庁の平成 1 0 年度 ダ イ オ キ シ ン類緊急全国一斉調査結果の検出範囲内で 、 特 に高い数値

は 。認め ら れな か っ た 。

( 2 ) 環境ホルモ ン対策

外因性内分泌撹乱化学物質 ( い わ ゆ る 環境ホ ルモ ン ) につい て は 、 野生生物の生殖異常等 を指摘

す る 報告がな さ れて い る が、 人や野生生物への影響につい て は 、 科学的 に未解明 な部分が多い 。

環境庁では 、 平成 1 0 年 5 月 に ｢外因性内分泌撹乱化学物質問題への対応方針につい て｣ ( い わ

ゆ る 環境ホ ルモ ン戦略 S P E E D ′ 9 8 ) を 策定 し 、 内分泌撹乱作用の存在が疑われる 約 7 0 種の

化学物質 につい て 、 基本的な考え方並びに実態調査、 。式験研究及び情報提供の推進等の具体的 な対

応方針を示 し た 。

県では平成 1 1 年度 、 環境ホルモ ン と し て疑われてい る 2 4 の物質 につい て 、 3 地点 (検体) で

独 自 の実態調査を行っ た 。 そ の結果、 水質及び底質か ら 、 ビス フ ェ ノ ー ルA な ど 5 物質が検出 さ れ

たが、 いずれ も 平成 1 0 年度の環境ホ ルモ ン緊急全国一斉調査 (環境庁) の検出範囲内であ り 特

に高い数値は 。忍め ら れなか っ た 。

( 3 ) P R T R (環境汚染化学物質排出移動登録)

従来の化学物質 に よ る 環境問題への対策は 、 個別の物質 に着 目 す る 方法、 規制 を厳格に し てい く

方法が取 ら れて き た 。 し か し 、 化学物質が複数の経路 を通 じ て人の健康に影響を及ぼすおそれがあ

る こ と 、 多数の化学物質につい て科学的に確実な裏付け を持っ た維持すべ き 環境保全上の 目 標 を定

量的 に 設定す る た め に は膨大な経費 と 時間 を 要す る こ と な どか ら 新 し い枠組み と し て P R T R

(環境汚染化学物質排出移動登録) への取組が国際的 に進め ら れてい る 。

わが国で は 、 P R T R と M S D S (化学物質安全性デー タ シ ー ト ) の 制度化 を主 な 内容 と す る

｢特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す る 法律｣ ( い わ ゆ る P R T R

法) が平成 1 1 年 7 月 に制定、 公布 さ れ、 平成 1 3 年 1 月 か ら M S D S が ま た 同年 4 月 か ら P R

T R が施行 さ れる 。

今後、 県では 、 こ の法律の仕組み と 対応について 、 事業者に説明 し てい く こ と と し て い る 。



化学物質の排出量の把握等の措置 ( P R T R ) の実施手順

対象化学物質 有害性があ り 、 相 当広範な地
域の環境中 に継続的 に存在す

る 物質 を指定 匪髯回 ※

※ 人の健康 に係 る 被

害等が未然に防止 さ

れる よ う 十分配慮

国

化学物質管理指針の策定 公表

事業者 は指針 に 留 意 し つ つ 、

化学物質 の排出 管理状況等

に係 る 情報提供 を 行い 、 国民

の理解の増進を 図 る 。

対象化学物質の製造事業者等 対象事業者 あ ら か じ め 、 そ れぞ(業種、 規模を指定) 匪層回
れの審議会の意見 を

※電子情報で届 け出 る こ と も 可 聴 く 。

環境への排出量 . 移動量 を届 出 中央環境審議会 (環境庁)
生活環境審議会 (厚生省)

化 学 品 審 議 会 (通産省 )

※営業秘密 情報は業所管大臣 都道府県知事 (経由 )
に直接提出

※意見 を付す こ と も 可

国 届 出 デー タ を フ ァ イ ル化

国 麗翹■外郭排出量
集。十デー タ と と も に個別

事業所デー タ を通知

国 辱を穀出量 と 移動量 を集 ““■'““ ※従饗惣屏春美餐
への説明要求が可

①事業者か ら届出 を経由 i

地
方
公
共
団
体

国 辱麹薪多 謝益 グ 、 健康影響 ■ “ ■き ②国か ら 通知 さ れた デー タ

を活用 し 、 地域ニ ー ズ に

応 じ た集。十 公表

③国が行 う 調査への意見

④事業者への技術的助言

⑤広報活動等 を通 し た国民

の理解増進の支援

⑥④、 ⑤のため の人材育成

の意見

罠 鱈梨事業所デ- 夕 の 開示 国 個別事業所デ- 夕 の 開ホ

L 　

一一-- - - - ----- -- ------- - - - --- - - - J

事業者に よ る 管理の改善を促進、 環境の保全上の支障を未然に防止

(注) P R T R ･ ･ Pollutamt Release and 雲間ms先r 区egister

-
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○ PRT刊こ よ る 排出量及び移動量の把握

事業所A 移動量
(廃棄物 の処理 に伴い

原 、･ 事業場外に移動す る対

料 事業所B 象化学物質の量)

対象化学物質の環境 (大気、 水域、 土壌) への排出量

○ 化学物質の性状及び取扱いに関す る情報提供 (M S D S ) の交付の仕組み

製 造 流 通 使用 (二次製造等) 流 通
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( 2 ) 循環型社会への取組

リ サ イ ク ル に取 り 組む一方で大量に発生す る

廃棄物 、 住民の反対 に よ る 新た な廃棄物処分場 ○ リ フ ュ ー ズ ( refuse ) …要 ら な い も の は断
設置の 困難化 、 後 を 絶た な い不法投棄な ど環境 わ り ごみ を発生 さ せ な い
を取 り 巻 く 状況は 、 依然厳 しい も のがあ る 。 衝動買 い を す る な ど 余 。十 な も の は
そ の よ う な 中 で 、 大量生産 ･ 大量消費 ･ 大量 買 わ な い。

廃棄 に支え ら れた今の社会を 、 天然資源の消費 o リ デ ュ ー ス ( red u ce ) … ご み に な ら な い
が抑制 さ れ環境への負荷が低減 さ れ る ｢循環型 よ う に工夫 し て減 ら す こ と
社会｣ に変え てい く こ と が求め ら れてい る 。 . 食べ残 し を な く す る 。
国 におい て は 、 ｢容器包装 に係 る 分別収集及び . も の を 有効利用 し 、 ごみ と し な い 。

再資源化の促進等 に 関す る 法律 (容器包装 リ サ ○ リ ユ ー ス ( reuse ) … も の を捨て な い で生
イ ク ル法 ) ｣ (平成 7 年 6 月 制定) 、 ｢特定家庭用 か し て使 う こ と
機器再商品化法 (家電 リ サ イ ク ル法) ｣ (平成 1 . ビ ー ル や お酒 は びん 買 い 空 き び
0 年 6 月 制定) が既 に制定 さ れて い る が、 平成 ん は店に引 き取っ て も ら う 。
1 1 年 1 1 月 に ｢家畜排せつ物の適正化及び利 ○ リ サ イ ク ル ( recyc i e ) も う 一度資源 と

し て使 う こ と

･ 新 聞 ･ 雑誌 ･ 段 ボ ー ル類の古紙 、

ア ル ミ ･ ス チ ー ルの空 き 缶等 を 分

別 し て 、 再び資源に回す 。

本県 におい て は 、 従来か ら 消費者、 生産者、 行政で構成す る ｢ ごみ減量化 リ サ イ ク ル推進協議
会｣ を 投げ 、 様々 な取組を行 っ て き たが、 平成 1 2 年度か ら は よ り 具体的 に ｢ 4 つ の R ｣ 運動 を展
開する こ と と し て い る 。

一般廃棄物 につ い て は 、 ｢ ごみ処理の広域化計画｣ を平成 1 0 年 3 月 に策定 し 、 東 ･ 中 西部の

各ブロ ッ ク ご と の ｢実施計画｣ の策定を推進す る と と も に 、 平成 1 2 年度か ら の容器包装 リ サ イ ク
ル法の完全施行 を踏ま え 、 分別収集体制の一層 の推進を要。青す る こ と と し てい る 。

産業廃棄物 について は 、 改正 さ れた廃棄物処理法等に沿い 、 排出者 ･ 処理業者に対す る指導を 強
化 し 、 適正処理を推進す る と と も に 、 多量排出事業所に対す る 処理計画策定指導の強化等 に よ り 、

一層 の減量化 ･ 資源化 を推進す る こ と と し て い る 。

ま た 、 平成 1 2 年 3 月 に制定さ れた ｢鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例｣ に関連 し 、 産業

廃棄物指定施設の設置者に負担 させる ため の税制上の措置 を 講ずる こ と な ど を検。寸す る こ と と し て
い る 。

な お 、 産業廃棄物処理施設を取 り 巻 く 状況は 、 全国的 に も ま す ま す厳 し く な っ て い る 。 最終処分

場は廃棄物の適正な処分を行 う ため に不可欠な施設であ り 、 県内の処分場は ひっ 迫 し て い る こ と か

ら 、 今後住民の不安感 を解消 し 、 安心で き る 最終処分場 を確保 して い く 必要があ る 。 今後、 平成 1

2 年度に は ｢鳥取県循環型社会推進本部｣ を 設置 し 、 全庁的 に循環型社会づ く り を推進 してい く 体
制 を整え て い く

｢ 4 つの R ｣ 運動



第 2 章 平成 1 1 年度におけ る環境の状況

第 1 節 生活環境の状況

1 大気環境

( 1 ) 大気汚染

本県では 、 一般大気環境中 につい て 、 衛生研究所 (鳥取市) 、 倉吉保健所 (倉吉市) 、 及び米子保

健所 (米子市) の 3 つの一般環境大気測定局で 、 環境基準の定め ら れて い る 二酸化いお う 、 一酸化

炭素、 浮遊粒子状物質、 二酸化窒素、 光化学オ キ シ ダ ン ト の 5 項 目 につ い て常時監視 (連続測定)

を行 っ てい る 。

平成 1 1 年度の調査結果を見る と 、 光化学オ キ シ ダ ン ト を 除 く 各測定項 目 につい て 、 各測定局 と

も 環境基準値を大幅 に下回 っ てお り 、 経年的 に見て も 横這いの状況であ る 。 光化学オ キ シ ダ ン ト に

つ い て は 、 全地点で昼間の 1 時間値が一時的 に環境基準 0 . 0 6 ppm を超え る 時間があ っ たが 大

気汚染防止法に定め る 緊急時の措置基準 0 . 1 2 ppm を超え る こ と は な か っ た 。
ま た 、 自 動車排出 ガス の影響を受け る 沿道の状況について 、 鳥取市 2 ヶ 所、 米子市 1 ヶ 所の 自 動

車排出 ガス測定局で 、 一酸化炭素 と 窒素酸化物 (窒素酸化物は鳥取市 1 ヶ 所の み ) の常時監視を行

っ てい る が 平成 1 1 年度の調査結果 を見 る と 各地点の各測定項 目 と も 環境基準 を大幅 に下回 っ

て い た 。

以上 、 本県の大気状況は全般的 に良好 と 言え る 。
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( 2 ) 騒音

騒音の環境基準は 、 騒音 に係 る 環境基準が改正 さ れ (平成 1 0 年 9 月 3 0 日 環告 6 4 号 ) 、 平成
1 1 年 4 月 に施行 さ れた こ と に伴い 、 測定 ･ 評価方法が変わ り 、 こ れ ま での ｢騒音の 中央値 (測定
し て得 ら れた騒音 レベル値を高い方か ら並べて 中央に位置す る 値) を用 い た評価｣ か ら ｢等価騒音
レベル (測定 し て得 ら れた 、 全体の騒音 レベルの音圧エネ ルギー の平均値) を 用 いた評価｣ と な っ
た 。

こ の環境基準は 、 一般地域及び道路に面す る 地域のそれぞれにつ いて の地域の類型 ･ 区分及び時
間区分 (昼間 : 6 : 0 0 ~ 2 2 : 0 0 、 夜間 : 2 2 : 0 0 ~ 翌 日 6 : 0 0 の 2 区分) 毎 に基準値が
全国一律に設定 さ れてお り 、 地域類型 区分の指定は 、 都道府県知事が行 う こ と に な っ て い る 。 本
県では 、 鳥取市について指定を行っ て い る 。

平成 1 1 年度は 、 県内の騒音の状況を把握す る た め 、 交通環境影響調査 と 一般環境調査の 2 回の
調査を等価騒音 レベル を用 い た方法で実施 し た 。

交通環境影響調査では 、 県内 4 市の道路に面す る 地域 1 0 地点 (各地点 につ き 道路近傍及び後背
地の 2 ケ所) について実施 し た 。 結果は環境基準 (鳥取市以外は相当値) 達成率が、 道路近傍で昼
夜 と も 6 0 % ( 1 0 地点 中 6 地点 ) 、 後背地 (道路近傍か ら 2 0 ~ 5 0 m 地点 ) で昼夜 と も 1 0
0 % であ っ た 。

一般環境調査では 、 県内 4 市の一般地域 1 2 地点 について実施 し た 。 結果は 、 環境基準 (鳥取市
以外は相当値) 達成率が昼夜 と も 9 1 . 7 % ( 1 2 地点中 1 1 地点 ) であ っ た 。

道路近傍の環境基準達成率が低 く な っ て い る が、 道路に面す る 地域の う ち で も 道路近傍か ら あ る

程度離れた場所や 、 一般地域の環境基準達成率は高かっ た 。

( 3 ) 振動

騒音調査 と あ わせて道路交通振動の調査を行 っ たが いずれの地点におい て も 振動規制法の限度
を超え る 地点 は な か っ た 。

( 4 ) 悪臭

平成 1 1 年度公害苦情の う ち 、 悪臭苦情は 2 7 件 (前年 2 0 件) と な っ て い る 。 悪臭苦 情の発生
源別内訳は 、 製造業 8 件、 農業 4 件、 家庭生活 5 件 、 そ の他 1 0 件 と な っ て い る 。

1 0



2 水環境

公共用水域にお け る 平成 1 1 年度の環境基準達成状況 ( B O D 又は C O D ) は 、 三大河川 (千代川 、

天神川 、 日 野川 ) で 9 2 . 9 % (平成 1 0 年 1 0 0 % ) 湖沼 (湖 山池 、 東郷池 、 中 海) で 9 1 %

(平成 1 0 年 0 % ) 、 海域は 8 1 3 % (平成 1 0 年 8 7 . 5 % ) と な っ てい る 。

三大河川では 、 千代川 の 1 地点 (稲常) が基準 を達成 し て い な か っ た 。

二級河川 鎖可= (蒲生川 、 塩見川 、 河内川 、 勝部川 、 由 良川 、 加勢蛇川 、 阿弥陀川 、 佐陀川 ) の水質

は平成 1 0 年度 と ほ ぼ同程度であ る 。

都市河川 ( 旧袋川 、 玉川 、 旧加茂川 ) の う ち 、 玉川 は改善の方向 に あ る が、 全体 と し て汚濁 し てい る 。

湖沼 は 、 中海の境水道中央部のみ基準に適合 し て い た 。 ま たいずれの湖沼 も 富栄養化が進行 し た状

態 と な っ て い る 。

海域は美保湾の境港市昭和町境港防波堤燈台の北方 0 . 2 kmの地点で 、 ま た 日 本海沿岸の福部村湯

山地先 1 虹n 、 鳥取市堀越地先 1 Lmの地点で基準 を満た し て い な か っ た 。

地下水は 3 7 地点で調査を行 っ たが、 いずれ も 有害物質 に係る 環境基準 を満た し て い る 。

河川 、 湖沼 、 海域の環境基準達成状況の推移
1 00 1 00

葺且を猫開虱 ‐ 煮

85 7 熊 ＼ 〆6 覆6 8 1 3
\

1 6 7 1 6 7

　 　　 　　 　　 　　 　85 フ 92 9 93 92 9

80 85 7 BT3 郁 鷲 B寵 河出藍o D )
湖沼曲C o D )
海域酔o D )

9 1 9 1 9 1 9 1

o □ □ □ □

平成2 平成3 平成4 平成5 平成6 ヰ成7 平成8 平成9 平成 1 0 平成 1 1

出典 ｢公共用水域及び地下水の水質測定結果｣ 県環境政策課

3 土壌 ･ 地盤環境

地盤沈下は 、 鳥取市北部 に見 ら れる が、 近年の沈下量は鈍化又は横這いの傾向 に あ る 。 有害化学物質

について は 、 岩美町の岩美鉱山 の影響に よ り 、 小田川流域の農地で高い濃度の カ ド ミ ウ ム と 銅が検出 さ

れた事例があ る が、 鉱害防除特別土地改良事業等の実施に よ り 継続実施 し て い る 農作物調査では 、 現

在、 食品衛生法、 食糧庁長官通達に示す基準 を上回 る も の は な い

沈下盪 (Cm) 水準点の累。十沈下量
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(1 )寿町

本町一丁 目

田園町四丁 目

(7)秋里

(8)江津

安長

(9)秋里
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s 49 52 54 56 58 60 62 H 1 3 5 7 9 1 1
5 1 53 55 57 59 6 1 63 2 4 6 8 1 0

年

4 廃棄物

( 1 ) し尿

県内総人口 に 占 め る水洗化人口 は年々 増加 し 、 平成 1 0 年度で は全体の約 6 4 % (平成 9 年度 6

1 % ) に達 し て い る 。 ま た 、 平成 1 0 年度の水洗化人口の う ち 、 公共下水道は 4 9 % (平成 9 年度

4 3 % ) 、 浄化槽は 4 8 % (平成 9 年度 5 6 % ) 、 コ ミ ュ ニ テ ィ プ ラ ン ト は約 3 % (平成 9 年度 1 % )

と な っ て い る 。 し尿処理施設は県内 に 6 ヵ 所稼働 し てお り 、 平成 1 0 年度の年間処理実績は約 2 1

万屋 (平成 9 年度 2 1 万虹) であ っ た 。
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水洗化人口の推移
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□ 非水洗化人口
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昭 昭 昭 昭 昭 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
和 和 和 和 和 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成
55 60 6 1 62 63 元 2 3 4 5 6 7 B 9 1 0

年

(県廃棄物 再資源対策課資料)

( 2 ) 一般廃棄物

g月 日 1 人

一般廃棄物の排出量 と リ サ イ クル率の推移
Jサイクル率%

1 4

1 2

1 0

昭 昭 昭 昭 平 平 平 平 平 平 平 平 平 平
和 和 和 和 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成
60 6･1 62 6･3 元 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年

ZZ“勿 鳥取県の 1 副 人あた りの排出量

園霞圓 全国の 1 日 1 人あれ りの排出量
-C｣ 鳥取県 Jサイ クル率

『▲ぐ 全国 ! サイクル率

(厚生省 ･ 鳥取県のブー タ よ り 作成)

平成 1 0 年度の ゴ ミ 排出量は約 2 1 . 5 万 ト ン (平成 9 年度約 2 0 . 9 万 ト ン ) で 、 平成元年 を

ピー ク に少 しづっ減少傾向であ っ た も のが、 やや増加 し てい る 。 こ の う ち 、 収集ゴ ミ の内訳は 、 可

燃 ゴ ミ が約 8 3 % (平成 9 年度約 8 4 % ) 、 不燃 ゴ ミ が約 5 % (平成 9 年度 5 % ) 、 粗大 ゴ ミ が約

2 % (平成 9 年度約 2 % ) と な っ て い る 。 ま た 、 こ う し た ゴ ミ の年間 の最終処分量は約 3 . 5 万 ト

ン (平成 9 年度 3 . 5 万 ト ン ) で 、 年間 ゴ ミ 排出量の約 1 6 % (平成 9 年度約 1 7 % ) に当 た る 。

平成 1 0 年度末の一般廃棄物最終処分場の残余容量は約 7 9 万m3 と な っ てい る 。

1 2



( 3 ) 産業廃棄物

平成 1 0 年度の産業廃棄物発生量は 1 9 5 万 6 千 ト ン 、 平成 1 7 年 に は平成 1 0 年の 1 . 0 6 倍

の 2 0 8 万 1 千 ト ン が見込ま れてい る 。 平成 1 0 年の発生量の う ち 4 1 %が汚泥、 3 6 %が家畜糞

尿、 がれ き 類が約 1 4 % と な っ てい る 。 農業 を 除 く 産業廃棄物の発生量は 1 2 5 万 7 千 ト ン 、 中 間

処理等 を通 じ て最終的 に処分さ れた量は 6 万 ト ン (全体の約 5 % ) と な っ て い る 。 こ う し た廃棄物

の県外への流出量は約 5 万 8 千 ト ン 、 流入は 3 方 ト ン と 流出超過 と な っ て い る 。 一方 、 県内の平成

1 0 年度末の委。モ処理可能な最終処分場につ い て は 、 管理型最終処分場は な く 、 安定型最終処分場

も 7 か所 、 残余容量約 2 5 万m 3 と 少 な い こ と か ら 早急 に処理施設 を確保 し て い く こ と が必要 と

な っ てい る 。

産業廃棄物の発生量の推移

□ そ の 他

団 がれき類

圀 家畜糞尿

. 汚 泥

昭和55 平成元年 平成6 平成 1 0

(県廃棄物 再資源対策課作成)

5 環境汚染化学物質

近年、 広範囲 な分野で利用 ･ 生成 さ れる 化学物質が大気や水、 土壌へ排出又は廃棄 さ れる こ と に伴い

環境汚染 を も た ら し 、 生物 、 生態系 に与え る 影響が懸念 さ れてい る 。

特 に 、 ダ イ オ キ シ ン類 につ い て は 、 県が平成 1 1 年度 に実施 し た一般環境中の測定結果では 、 大気、

水質 、 土壌 に つ い て は 、 いずれの地点 に お い て も 環境基準値 (大気 : 0 . 6 p号TEQ/m3 、 水質 . 1 pg

TEQ/1 、 土壌 : 1 , o o o pg TEQ/g) を 大 き く 下回 っ て い た 。 底質 について は環境基準の設定は さ れて
い な いが、 環境庁の平成 1 0 年度 ダイ オ キ シ ン類緊急全国一斉調査結果の検出範囲内で 、 特 に高い数値

は認め ら れな か っ た 。

第 2 節 自 然環境の状況

1 森林

森林は 、 木材な ど森林資源の生産の場であ る と と も に 、 野生動植物の貴重な生息地 と な っ て い る 。 こ

の他に も 、 森林は 、 水源のかん義 、 災害の防止 、 大気の浄化な ど環境の保全に重要な役割 を果た し て い

る 。 ま た 、 こ う し た森林は県民に心の安 ら ぎ を与え る 空間 と し て 、 そ の役割が再認識 さ れて い る 。 本県

の森林の総面積は平成 1 1 年で 2 5 万 8 , 6 8 8 ha 、 (平成 1 0 年 2 5 万 8 , 8 1 3 ha) 、 県土 に 占 め る

割合は約 7 3 . 8 % (平成 1 0 年約 7 3 . 8 % ) と な っ て お り 、 ほ ぼ横這いの水準で推移 し て い る が、

わずか に減少 し て い く 傾向 に あ る 。 森林全体に 占 め る 民有林は 8 7 . 4 % (平成 1 0 年 8 7 . 3 % ) 、

国有林が 1 2 . 6 % (平成 1 0 年 1 2 . 7 % ) の割合 と な っ てお り 、 民有林の う ち 人工林の割合は 5 3 .

8 % (平成 1 0 年 5 3 . 7 % ) 、 天然林は 4 3 . 1 % (平成 1 0 年 4 3 . 2 % ) と な っ て い る 。 ま た 、

国有林、 民有林を合わせて 1 3 万 5 , 7 8 5 ha、 本県の森林の約 5 2 %が保安林に指定さ れ、 それぞれ

の 目 的 に応 じ た重要な役割 を果た し て い る 一方 、 間伐等森林の管理がま す ま す重要 と な っ てい る 。
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森林面積 と林野率の推移
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ベト 林野率

出典 ｢鳥取県林業統計｣

2 農地

農地は食糧生産の場であ る と と も に 、 貯水機能 に よ る 災害防止等の役割 を果た し てい る 。 ま た 、 昆虫 、
魚な ど周辺の小動物の生息空間 を確保す る な ど、 環境保全に も 重要な役割 を果た し てい る 。
さ ら に 、 農村の 田 園風景は 、 四季の変化に応 じた豊かな県土の景観を形成 し 、 県民のふ る さ と の風景

と し て 、 生活に安 ら ぎ と 潤い を与え てい る 。

ま た 、 農村 に は屋敷林や古木、 鎮守の森な ど貴重な遺産が保全さ れてお り 、 本県の特色あ る 地域的 、
歴史的 な文化を と どめ て い る 。

耕地面積 、 耕作放棄地面積の推移

1 500

耕作放棄地

45 1 00

翔 翔 銹＼ @

移 翔 咳獺

一一
,

l 粁

讓 圓淺
, 田 ー

袋嚢 ー

鱗襲 写

1 000

ha
方

ha

500

出典 ｢耕地面積調査｣ 、 ｢農業センサス｣ 農林水産省

本県の農地面積は 、 平成 7 年 に は 、 田畑合わ
せて 4 万 1 o o ha 、 県土面積の約 1 2 % を 占 め
て い る が、 都市化の進展等 に よ り 、 宅地や道路

等 に転用 さ れ 、 次第 に減少 し て い る 。 ま た 、 農
山村地域に お け る 過疎化 高齢化の進展 に よ る
農業従事者の減少等 に よ り 耕作放棄地が次第
に増加 し て い る 。
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3 水辺 (湖沼 、 河川 、 沿岸域)

本県の水辺の環境は 、 約 1 3 0 km に及ぶ海岸線で接す る 日 本海 と 、 こ れ に そそ ぐ大小の河川 や豊か

な水量 を た た え る 湖沼で構成 さ れてい る 。 こ う し た水辺の環境は 、 水災害 に よ る 被害 を 防 ぐ と と も に 、

飲料水 を は じめ様々 な利水の対象 と な っ て い る 。 ま た 、 人間 と 水辺 と の関 わ り は 、 地域の歴史や文化の

形成 に深い関係 を持つ と と も に 、 周辺の動植物の生息空間 と し て貴重な生態系 を形成 して い る 。

本県の河川 は 、 千代川 、 天神川 、 日 野川 、 斐伊川 の一級河川 4 水系 と 、 二級河川 4 2 水系 、 準用河川

3 7 水系 と があ る 。 河川 の総延長は 1 , 5 1 2 km 、 こ の う ち 4 大水系の総延長は 1 , 0 4 0 虹n 、 流域

面積は県土の約 7 4 % を 占め て い る 。 こ れ ら の河川 は 、 湖 山池 、 東郷池 、 中海な どの湖沼 と 相 ま っ て豊

かな水辺の景観を形成 し 、 水生動物や植物の生息空間の基盤 を形成 してい る 。

本県の海岸は約 6 割が砂浜海岸で、 そ の他は 、 県東部 に見 ら れる 断崖の リ ア ス式海岸や砂礫海岸か ら

成 っ てい る 。 こ れ ら の海岸は豊かな景観を呈す る と と も に 、 干潟や藻場な ど を形成 し 、 水生動植物や水

鳥の生息地 と な っ て い る 。 一方 、 こ れ ら の海岸は 、 日 本海特有の冬期の激 しい波浪 に よ る浸食等の影響

を受けやす く 、 浜辺地での生活や景観に大 き な影響 を与え て い る 。 こ の た め 、 本県で は砂浜の流出や建

設物の被害 を 防 ぐた め 、 護岸や離岸堤の設置な ど海岸の保全を行 っ て い る 。 平成 1 1 年度末現在、 本県

の 自然海岸の残存率は 4 8 . 7 % (約 6 2 . 5 k m ) と な っ て い る 。

ま た 、 沿岸水域は 、 水産資源の生産の場であ る と と も に 、 海洋動植物の貴重な生息水域 と な っ てお り 、

特 に磯場、 藻場は水質浄化機能 を有 し て い る 。 本県の磯場の面積は 、 約 4 3 k m2で あ る が 近年繁茂

す る 海藻が減少 し て い る こ と が報告 さ れてい る 。

4 自 然公園等

本県の 自 然は 、 南部は 中 国山地の 山 々 が重層的 につ ら な り 、 短流河川 に刻 ま れた滝や渓谷な どの 山国

的 な 自 然美 を有 し 、 北部は な だ ら かな里山や 田 園が続いてい る 。 ま た 、 日 本海に面す る 海岸線は 、 鳥取

砂丘や北条砂丘、 弓 ヶ 浜半島 を形成す る砂州 な ど 白砂青松の砂浜 と 、 県東部の入 り 組んだ岩肌の海岸や

県中部の長尾鼻の岩崖な ど変化に富んだ豊かな景観を形成 し て い る 。 こ う し た 自 然 を保全す る た め 、 本

県では 、 大山隠岐国立公園 、 山陰海岸国立公園の他、 2 つ の国定公園 と 3 つの県立 自 然公園が自 然公園

と し て指定 さ れてい る が こ れ ら 自 然公園の総面積は 4 7 1 0 9 ha、 県土の 1 3 4 % を 占め てい る 。

鳥取県に お け る 自 然公園等の指定状況

境水道大橋 西因幡県立 山陰海岸
自 然 公 園 国立公園

o 軸翳 講師 繊ず殿 楼上 蜜 糊 -呉馴
馬場 “““ 益▲ 凛開議公蟄 笏“ -徳山 北村権現 鰻山 ▲“ “

佐治 ● ｣

奥 山 野

県立 自 然公園

若杉峠 氷 ノ 山後山
那 岐 山

▲那岐山 国 定 公 園船通

鱒 国立公園

墜侭騒圏 国定公園

皿皿皿り 景立自 然公園
比婆道後

帝 釈

国定公園 県立環境保全全域

〉~′｣ 中国 自 然歩道

‐〆〕~‘ 中 国近畿連絡 自 然歩道

出典 ｢平成 1 2 年度生活環境部事業概要｣
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こ の他、 鳥取県 自 然環境保全条例 に基づ き 、 県 自 然環境保全地域 と し て平成 1 0 年度 ま で に 、 1 2 地

域を指定 し て い る 。 な お 、 県では 、 ｢鳥取県のす ぐれた 自 然｣ を作成 し て 、 そ の普及啓発を 図 っ て い る

ほか、 こ れを参考 と し て 、 県 自 然環境保全地域等の追加指定を進めてい る 。 さ ら に 、 県内の巨樹巨木調

査を実施す る と と も に 、 鳥取県景観形成条例 に基づいて 、 県土の景観形成上重要な地域を景観形成地域

と し て 、 ｢大山景観形成地域｣ 及び ｢ジ合道海浜景観形成地域｣ を指定 してい る 。

ま た 、 本県 に は 、 貴重な史跡や文化財が多数あ り こ れ ら を指定文化財 と し て保護 してい る 。

｢鳥取県のす ぐ れ た 自然｣ 掲載内容

地形 ･ 地質編 植 物 編 動 物 編

火 山 と そ の 山 地 6 地域 社 叢 4 6 地域 ほ 乳 類 5 種

非 火 山 山 地 2 6 地域 森 林 2 9 地域 鳥 類 2 9 種

河川 ･ 峡谷 ･ 満 ･

段丘 ･ 湖沼 湿原
3 3 地域 ( 大 山 ) 1 3 地域 爬 虫 類 2 種

海 岸 ･ 砂 丘 1 4 地域 低 木 材 ･ 草 原 1 1 地域 両 生 類 7 種

地 質 2 5 地域 湿 原 湿 地 林 1 1 地域 淡 水 魚 類 3 種

化 石 7 地域 貴 重植物 群 生 地 1 0 地域 昆 虫 類 4 6 種

岩石 ･ 鉱物 ･ 鉱床 7 地域 ク モ 形 類 2 9 種

温 泉 ･ 湧 水 7 地域 陸 産 貝 類 1 2 種

重 要 生 息 地 域 2 0 地域

出典 ｢鳥取県のす ぐれた 自 然｣

5 野生動植物

本県の植生は 、 低地では シ イ や カ シ な どの常緑広葉樹林帯 と な っ てい る が、 今では 、 開発の進行に よ

り 自 然植生は限 ら れた も の と な り 、 社叢等 に昔なが ら の植生 を見る こ と が出来る 。 山 間部の標高の高い

地域に行 く に つれて植生は落葉広葉樹林帯 と な り 、 大山 中腹や県境付近の奥山 に は ブナや ミ ズナ ラ な ど

の 自然林が広がっ て い る 。 し か し 、 ス ギや ヒ ノ キ な どの人工造林の進展に よ り 、 こ う し た 自 然林は少な

く な り つつあ る 。 こ の他 、 本県 に はハマ ヒ サ カ キ の北限群落や 、 ハマ ナス の 自生南限群落、 カ キ ツ バ タ

や オ オ ミ ズ ゴケ な どの植物が生育す る 湿原 な ど貴重かつ多様な植生がみ ら れる 。

動物は 、 鳥類では我が国 に生息す る 野鳥の約半数にあ た る約 2 7 0 種が確認 さ れてい る 。 こ の 中 に は 、

イ ヌ ワ シや ク マ タ カ な ど絶滅危惧 I 種 (環境庁 レ ッ ド リ ス ト ) に指定さ れて い る 希少な種 も 生息 し てい

る 。 ほ乳類では 、 県東部の 山城に ツ キ ノ ワ グマや珍獣 と し て知 ら れ る ヤ マ ネ も 生息 し て い る 。 こ の他、

ニ ホ ン ジ カ 、 ニ ホ ン ザル 、 イ ノ シ シ な ど を は じめ と す る 多様な ほ乳類が生息 し て い る 。 ま た 、 県西部 を

中心 と し た渓流に は学術的 に も 貴重な オ オ サ ン シ ョ ウ ウ オが生息 し てい る 。

鳥獣保護区の指定状況

(平成 12年 3 月 末現在)

区 分

県 没 国 長 合 計

箇所数
面 積

(ha)
箇所数

面 積

(ha)
箇所数

面 積

(ha)

森林鳥獣生息地の保護区

集 団 渡 来 地 の 保 護 区

特定鳥獣生息地の保護区

愛 護 地 区 の 保 護 区

12

3

1

3

1 7 , 1 42

2 ,2 1 8

302

24

･1I-1･艦-
6 ,0 1 4

8 ,462

1 3

4

1

3

23 , 1 5 6

1 0 ,680

302

24

合 。十 1 9 1 9 ,686 2 14,476 2 1 34, 1 62

(県森林保全課資料)

(注) 国設の集団渡来地保護区 ( 中海) に は 島根県分の面積 も 含む 。
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本県では 、 こ の よ う な貴重な野生鳥獣を保護す る た め に鳥獣保護区 を 設定 し てお り 、 こ れ ら 保護区 は

平成 1 1 年度末で国没、 県没を合わせて 2 1 ヵ 所 、 3 4 , 1 6 2 h a が設定さ れてい る 。

第 3 節 快適環境の状況

1 自 然 と のふれあい

本県の 自然は 、 県民のみ な ら ず多 く の人々 の貴重な 自 然 と のふれあ い の場 と な っ てい る 。 本県の 自 然

公園 に は 、 森林浴や海水浴、 ス キ ー な ど多様な利用がな さ れてお り 数多 く の人々 が訪れ、 県内 1 0 ヵ

所の温泉地は 、 県内外の多 く の人々 に利用 さ れて い る 。

ま た 、 よ り 多 く の人々 が自 然 と ふれあ う 場 と し て 、 中 国 自 然歩道や オ ー ト キ ャ ン プ場な どの整備が進

め ら れてい る 。

こ の他、 大山 、 氷ノ 山及び山陰海岸な どでは 、 自 然観察会の開催や 自 然観察指導員 の養成が行われて

い る ほか こ う し た 自 然 を保護す る ため の ク リ ー ン運動 に は多 く の県民が参加 し てい る 。

2 都市の快適環境

本県の都市公園は 、 総合公園 、 運動公園 、 街区公園 、 緑地な ど 2 5 4 ヵ 所が設置 さ れ、 平成 1 1 年度

の総面積は 5 3 6 . 7 ha と な っ て い る 県民一人当 た り の都市公園 の面積は 1 1 2 m 2で 、 全国平均

の 7 . 9 m2 よ り も 広 く な っ てい る 。

ま た 、 海辺や河川 、 湖沼 な ど水辺 と のふれあ い は 、 ス ポ ー ツ や レ ク リ エ ー シ ョ ン の場 と し て の ニ ー ズ

が高 ま っ て い る 。

道路緑化率 単位 . krn 、 %

種 別 実延長 緑化率延長 緑化率

国道(県管理) 303 . 2 40 . 2 1 3 . 3

県 道 1 ,647 . 8 1 44 . 2 8 . 8

合 計 1 ,95 1 . O 1 84 .4 9 . 5

出典 道路施設現況調査 (平成 1 2 年 4 月 1 日 現在)

電線地中化整備状況 単位 . 薊
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年 度 地中化延長

昭和 6 1 ~平成 2 2.05

平 成 3 ~ 平 成 6 1 5 . 77

平成 7 3 . 8 8

平成 8 3 . 65

平成 9 3 . 94

平成 1 0 4 . 82

平成 1 1 2 . 6 1

合 計 36. 72

(県道路課作成)
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鳥取県にお け る都市公園の整備状況 単位 ha

′

区 分 箇所数 面 積

街 区 公 園 1 9 4 4 4 . 3

近 隣 公 園 1 7 2 6 . 3

地 区 公 園 5 3 6 8

総 合 公 園 7 1 4 6 . O

運 動 公 園 4 5 3 . 5

広 域 公 園 2 1 0 4 . 4

風 致 公 園 1 4 . 6

歴 史 公 園 2 1 1 . 8

墓 園 3 2 1 . 7

都 市 緑 地 1 6 5 8 . O

都 市 林 1 2 8 7

広 場 公 園 2 0 . 6

都 市 公 園 合 計 2 5 4 5 3 6 . 7

一人当 た り 面積
鳥取県 1 1 . 2 m2

全 国 7 9 m2

(県都市計画課作成 (平成 1 2 年 3 月 末現在) )

第 4 節 資源利用の状況

1 石油製品の消費

本県の石油製品の使用量は 、 平成 1 1 年度は 1 0 6 万 1 , 2 3 9 k 1 と な っ て い る 。 こ れは平成 2 年

当時 に比べて 1 1 . 7 % の増加であ る 。 こ の う ち揮発油は平成 2 年当時に比べて 2 2 3 %増で全体消

費量の 2 8 . 2 % を 占 め てい る 。 次いで軽油の消費量は全体の 2 4 . 8 % を 占 め 、 2 2 4 % の増 と な

っ て い る 。 灯油は 2 1 % の増加で 、 全体の 1 2 7 % を 占め て い る 。

石油製品消費量の推移

1 200

1 000

圏
囮
囮
□
■

その他

重油

軽油

灯油

揮発油

　　　

千

KL 6oo

400

勿易
一

200 --

0 昭和55一一 60 63 平成2 5 9 1 0 1 1

( ｢エ ネ ルギー生産 需給統計年報｣ 通産省大臣官房調査統計部 よ り 作成)

2 電力消費

電力需要は 、 平成 1 1 年度で 3 4 . 5 億 k w h と な っ て い る 。 平成 2 年度当時に比べて 3 7 . 3 % の

増 と な っ てお り 、 引 き 続 き 増加す る 傾向 に あ る 。 電力需要の う ち 電灯需要の 占 め る 割合が最 も 大 き く 、

全消費量の 3 6 . 2 % 、 次いで民生用が 3 2 . 9 % 、 産業用が 3 0 9 % を 占め て い る 。 ま た 、 電力需

要 に対す る 本県での発電量は 1 1 9 % で 、 その他は他県か ら の供給に依存 し て い る 。
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電力消費の推移
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億
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( ｢鳥取県統計月 報｣ よ り 作成)

3 ガスの使用

本県にお け る ガス の販売量は 、 平成 1 1 年度で 、 都市ガス は 1 , 7 2 8 . 3 億キ ロ カ ロ リ ー ( 7 2 3

百万 メ ガジ ュ ー ル ) 、 プ ロ パ ン ガス は 5 7 , 4 8 6 ト ン と な っ てお り 、 平成 2 年当時 と 比べる と 、 そ れ

ぞれ 2 1 . 7 %増 、 1 8 . 9 %増 と な っ てい る 。 こ の う ち 、 家庭用 の販売量が最 も 多 く 都市ガス では

5 6 . 4 % 、 プ ロ パ ン ガス では 8 1 . 0 % を 占 め て い る 。

な お 、 平成 1 1 年 4 月 か ら 1 0 月 にかけて 、 鳥取市 を拠点 と す る ガス供給事業者に よ り 都市ガス を供

給 してい る 鳥取市 と 国府町の一部 を天然ガス に転換 し てい る 。

鳥取県に お け る都市ガス販売量の推移

1 802 3 1 8 1 5 3
1 728 3

　 　　　
… ' ■ 工業用

圏 家庭用

億

kca l 1 000

昭和55 昭和60 平成2 平成8 平成 1 0 平成 1 1

( ｢鳥取県統計月 報｣ か ら作成)
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鳥取県にお け る プロ パ ン ガス販売量の推移

簡易ガス

工業用

家庭 業務用鬱 4

57486

53863 53 1 23
“ 翔

44852 443 1 9

ZZZZZZ/ /ZZZ///
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一一一一
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%%%%%ZZZZZZ/ //////“

一一一
勿移移

｢

%%%%%
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ZZZZZZ/

一一一I

昭和55 昭和60 平成2 平成8 平成 1 0 平成 1 1

出典 (社) 鳥取県エル ピー ガス協会 ｢保険加入総括表｣

4 水の使用

水需要量は 、 水道水及び工業用水 と も ほ ぼ横這いの水準 と な っ てい る 。

鳥取県内 にお け る水需要量の推移

水道用水 工業用水
201 0000

8000

/

1 - - - I 1 1

1 5

葱, 6OOO 葱。
笙 信 1 O

4000

2000

- - - - - - - -ーノ“I■
- - - - - -

- 1 - 1 1 - I -

0 昭和55 昭和60 平成2 平成4 平成6 平成フ 平成B 平成9 0 昭和55 昭和60 平成2 平成4 平成6 平成フ 平成B 平成9

年度年度

第 5 節 地球環境の状況

地球環境問題 と は 、 地球温暖化、 成層圏の オ ゾ ン層破壊、 酸性雨問題等がこ れに該当 し 、 そ の影響が

一国-地域に と ど ま ら ず、 解決に は 、 国の枠を越え た広域的 な取組が必要な問題の こ と を い う 。

そ の う ち 、 ｢地球温暖化問題｣ は 、 社会や産業の発展 と と も に化石燃料を 中心 と す る エ ネ ルギー使用

量が増加 し 、 二酸化炭素 を 中心 と す る 温室効果ガス の大気中濃度の増加 に伴 っ て生 じ る 問題であ り 、 そ

の影響が懸念さ れてい る 。 平成 9 年 1 2 月 の ｢地球温暖化防止京都会議｣ では 、 温室効果ガス の排出削

減 目標が決定さ れ、 こ れ を受け 、 平成 1 0 年 1 0 月 に ｢地球温暖化対策の推進に関す る法律｣ が制定さ

れ、 国 を は じ め と し た行政、 事業者、 国民すべて に対 し て具体的 な取組が求め ら れる こ と と な っ た 。

本県では 、 ｢ と っ と り ア ジ ェ ン ダ 2 1 ｣ を 策定 し 、 かけがえ の な い地球の環境 を考え なが ら 、 将来の

世代 も ふ る さ と の環境の恵み を受け ら れる よ う に 、 県民に各分野で取 り 組んで も ら う た め の行動 を示 し

た 。

特 に地球温暖化問題につ い て は 、 県民 ･ 事業者 ･ 行政がその重要性を 。忍識 し 、 一体 と な っ て温室効果

ガス の排出量削減に 向 け た取組 を進め る ため に 、 平成 1 1 年 3 月 に ｢鳥取県地球温暖化防止推進計画｣

を策定 し た 。

酸性雨 につ い て は 、 引 き 続 き 県下 4 地点での降水の酸性度や成分の澗査を実施 し 、 ま た 1 地点で降水

以外の も の も 含め た降下物 ･ ガス状物質 につい て も その酸性度や成分調査を 開始 し て い る 。 降水の酸

性度の結果は下図の と お り であ る 。
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雨の酸性度。周査結果

鳥取市(衛生研究所)

倉吉市(倉繭保艫所)
　

米子市(米子保健所)
　

若桜町(氷ノ山)
曲

H5 H6 H7 H8 H9 H 1 O H 1 1

pH7= 中性

第 6 節 社会経済 交通の状況等

鳥取県の県内総生産 と成長率の推移
8
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〉 出典 ｢平成 10年度県民経済計算報告書｣
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県内総生産の産業別の推移
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鳥取県にお け る 自動車保有台数の推移
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廓5年 6婢 平蕗 9年 1鱗 1 1年

(鳥取県 自動車数詞 (鳥取陸運支局 ) よ り 作成)

22


